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障害者基本法では、毎年１２月３日から９日まで

の期間を「障害者週間」と定めています。 

「障害者週間」の期間中には、障がいのある人が

社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に積極

的に参加することを促進するため、国や地方公共団

体は民間団体等と連携して障がい者の自立及び社会

参加の支援のための様々な取り組みを実施すること

とされています。 

１２月４日（月）に大阪市役所内の５階にある応

接室において出発式が行われました。新型コロナ感

染防止の観点から、今年で４年連続屋内での出発式

となりましたが、この巡回キャンペーンは、１９８

１年（昭和５６年）の国際障害者年を契機に、全国

で初めて当事者による啓発活動として１９８３年

（昭和５８年）から始まり、今年で４１回を迎える

ことができ、これまでの継続してきた歴史の重さを

感じました。 

今年の出発式では、大阪市から山本副市長、工藤

理事、松村障がい者施策部長をはじめ関係課長が出

席され、当事者団体から（一財）大阪市身体障害者

団体協議会の構成団体の代表者、新たに今年から

（公財）阪喉会の代表者も参画され、当会からは長

谷川理事長が出席しました。   【大阪市役所にて】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【大阪市役所内 会議室で行われた出発式にて】 

～～要望書の手交にあたって～～ 

 障害者週間巡回キャンペーン出発式の後、大阪市役 

所６階にある障がい者施策部において大阪市に「要望 

書」を提出しました。 

要望書の提出には（一財）大阪市身体障害者団体協

議会の手嶋会長、（一社）大阪市視覚障害者福祉協会の

川越会長、大阪市聴言障害者協会の廣田会長、（特非）

大阪市難聴者・中途失聴者協会の宇田理事、（公財）阪

喉会の杉本理事長、当会からは長谷川理事長が出席し、

福祉局 障がい者施策部松村部長に要望書を手渡しまし

た。 

提出した要望書は次のとおりになります。 

令和５年１２月４日 

大 阪 市 長 

横 山 英 幸 様 

       要望書の提出について 

時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

平素は、障がい者福祉の増進について格別のご高配を賜

り誠にありがとうございます。 

さて、最近の私どもを取り巻く状況の変化に鑑み、

今回別紙のとおり要望いたしますので、ご検討の上、ご

回答いただきますようよろしくお願いいたします。 

 

 

一般財団法人 大阪市身体障害者団体協議会 

会 長  手 嶋 勇 一 

一般社団法人 大阪市視覚障害者福祉協会 

会 長  川 越 利 信 

大阪市聴言障害者協会 

会 長  廣 田 しずえ 

社会福祉法人 大阪市手をつなぐ育成会 

理事長  長谷川 美智代 

 「障害者週間」大阪市巡回キャンペーン出発式 

 にあたって 

大阪市手をつなぐ育成会 法人理念 

障がいのある人が 安心して 心豊かに すごせるように 


